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規
　
　
　
　
　
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
七
十
四
号

　
　
　

調
理
師
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
分
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　

す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（
規
則
）

　
　

第
一
号
様
式
中
「

を

氏　
　
名

性
別

男　
　
女

」

「

に
、

フ
リ
ガ
ナ

性
別

男

 ・

 女

」

氏　
　
名

（旧
姓
・
通
称
名

）

「

を
「

に
、
「

を
「

に
、

本
籍
地

」

本
籍
地

（国
籍

）

」

免
許
取
得

資
格
の
別

」

免
許
取
得

の
別

」

「

を

年　
月　
日

事　
　
　
　
　
　
　

   

　
項

」

「

事
項

免
許
の
取
消
し
に

関
す
る
事
項

に
改
め
る
。

登
録

削
除

備
考



令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報

二

（
規
則
）

」

　
　

第
二
号
様
式
中
「住　

　
所

フ
リ
ガ
ナ

氏　
　
名

印

」
を

「住　
　
所

ふ
り
が
な

氏　
　
名

〒

」
に
、

「

を

フ
リ

ガ
ナ

氏
　

　
名

」

「

に
改
め
、
同

ふ
り

が
な

」

氏
名

（旧
姓

）

（旧
姓

）

旧
姓
併
記
の
希
望

有
・

無

通
称

名

性
別

男
・

女
男

・
女

　

様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

２　
用
紙
の
大
き
さ
は

､
  Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
号
様
式
の
備
考
３
中
「沖

縄
県

」
を
「熊

本
県
及
び
沖
縄
県

」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
号
様
式
中
「フ

リ
ガ
ナ

」
を
「ふ

り
が
な

」
に
、
「氏　

　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

」

　

を
「氏　

　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考

　

４
中
「沖

縄
県

」
を
「熊
本
県
及
び
沖
縄
県

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
を
同
様
式
の
備
考
３
と
す

　

る
。

　
　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報

三

（
規
則
）

第
4
号
様
式
(
第
2
条
関
係
)
 

 

調
理
師
免
許
証
再
交
付
申
請
書
 

  

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

  
大
分
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 

住
所
 
〒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ふ
り
が
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

性
 
 
別
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男
 
 
・
 
 
女
 
 
 
 
 

生
年
月
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

電
話
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
下
記
の
調
理
師
免
許
証
を
（

 
破
つ
た

 
・

 
汚
し
た

 
・

 
失
つ
た
 
）
の
で
、
調
理
師
法
施
行
令

第
1
4
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
理
師
免
許
証
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 1
 
登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
 
号
 

 2
 
登
録
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 3
 
本
籍
地
都
道
府
県
名
(
国
籍
)
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    備
考
 
1
 
該
当
す
る
文
字
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

2
 
 
調
理
師
免
許
証
を
破
つ
た
と
き
又
は
汚
し
た
と
き
は
、
そ
の
調
理
師
免
許
証
を
添
付
す
る
こ

と
。
 

3
 
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
4
 
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
(
熊
本
県
及
び
沖
縄
県
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)
の
共
通
様
式
で
す
の

で
、
宛
先
を
書
き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。
 

　
　

第
五
号
様
式
中
「氏　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

」
を
「氏　

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に

　

改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

注　
氏
名
に
つ
い
て
は

、
自
筆
に
よ
る
署
名
と
す
る
こ
と

。

　
　

第
六
号
様
式
中
「フ

リ
ガ
ナ

氏　
　
名

印

」
を

「ふ
り
が
な

氏　
　
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「記

名
押
印
又
は

　

自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か

」
を
「自

筆
に
よ
る
署
名

」
に
改
め
る
。

　
　

第
七
号
様
式
中
「フ

リ
ガ
ナ

」
を
「ふ

り
が
な

」
に
改
め
る
。

　

（
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

栄
養
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　

る
。

　
　

第
一
号
様
式
中

「住
　
　

所

ふ
り
が
な

氏
　
　

名
印

」
を

「住
　
　

所

ふ
り
が
な

氏
　
　

名

〒

」
に
、

「２　
栄
養
士
法
第
１
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し

、
犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
つ
た
こ
と
の
有
無　
有
・
無

　
　

（有
の
場
合
は

、
違
反
の
事
実
及
び
年
月
日
を
次
に
記
入
す
る
こ
と

。

）

」
を

「２　
栄
養
士
法
第
１
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し

、
犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
つ
た
こ
と
の
有
無　
有
・
無

　
　

（有
の
場
合
は

、
違
反
の
事
実
及
び
年
月
日
を
次
に
記
入
す
る
こ
と

。

）

３　
旧
姓
併
記
の
希
望
の
有
無　
　
有

 ・

 無

に

４　
希
望
す
る
旧
姓
又
は
通
称
名
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四

」

　

改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
１
か
ら
３
ま
で
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
４
中
「日

本
産
業
規
格

」
を
削
り
、

　

同
様
式
の
備
考
４
を
同
様
式
の
備
考
１
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
中
「沖

縄
県

」
を
「熊

本
県
及
び
沖
縄

　
県

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
５
を
同
様
式
の
備
考
２
と
す
る
。

　
　

第
二
号
様
式
中

「住
　
　

所

ふ
り
が
な

氏
　
　

名

性
　
　

別

印

男　
・　
女

」
を

「住
　
　

所

ふ
り
が
な

氏
　
　

名

〒

」
に
、

「

を

ふ
り

が
な

氏
　

　
名

」

「

に
改

ふ
り

が
な

」
氏

名

（旧
姓

）

（旧
姓

）

旧
姓
併
記
の
希
望

有
・

無

通
称

名

性
別

男
・

女
男

・
女

　

め
、
同
様
式
の
備
考
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
規
則
）

　
　
　

１　
栄
養
士
免
許
証
及
び
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　

第
二
号
様
式
の
備
考
２
及
び
３
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
４
中
「日

本
産
業
規
格

」
を
削
り
、
同
様
式

　

の
備
考
４
を
同
様
式
の
備
考
２
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
中
「沖

縄
県

」
を
「熊

本
県
及
び
沖
縄
県

」
に

　

改
め
、
同
様
式
の
備
考
５
を
同
様
式
の
備
考
３
と
す
る
。

　
　

第
三
号
様
式
中
「氏　

　
　
　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を
「氏　

　
　
　
名

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
１
及
び
２
を
削
り
、
３
を
１
と
し
、
４
を

　

２
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
中
「日

本
産
業
規
格

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
５
を
同
様
式
の
備
考
３
と

　

し
、
同
様
式
の
備
考
６
中
「沖

縄
県

」
を
「熊

本
県
及
び
沖
縄
県

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
６
を
同
様

　

式
の
備
考
４
と
す
る
。

　
　

第
四
号
様
式
中

「住
　
　

所

ふ
り
が
な

氏
　
　

名 　
　印

」
を

「住
　
　

所

ふ
り
が
な

氏
　
　

名

〒

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
１
を
削
り
、
２

　

を
１
と
し
、
３
を
２
と
し
、
同
様
式
の
備
考
４
中
「日

本
産
業
規
格

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
４
を
同

　

様
式
の
備
考
３
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
中
「沖

縄
県

」
を
「熊

本
県
及
び
沖
縄
県

」
に
改
め
、
同
様
式

　

の
備
考
５
を
同
様
式
の
備
考
４
と
す
る
。

　
　

第
五
号
様
式
中
「氏　

　
　
　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を
「氏　

　
　
　
名

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と

　

し
、
４
を
３
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
中
「日

本
産
業
規
格

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
５
を
同
様
式
の

　

備
考
４
と
す
る
。

　
　

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報

五

（
規
則
・
告
示
）

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　

在　

地

廃
止
年
月
日

フ
ァ
ン
薬
局
別
府

駅
店

株
式
会
社
フ
ァ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル

別
府
市
駅
前
町
一
二
―
一
三

令　

二
・
一
二
・　

一

つ
る
み
調
剤
薬
局

株
式
会
社
Ｔ
Ｅ
Ａ

Ｍ

別
府
市
大
畑
二
組
―
二

令　

二
・
一
一
・
二
四

別
府
市
医
師
会
発

熱
外
来
ト
リ
ア
ー

ジ
セ
ン
タ
ー

一
般
社
団
法
人
別

府
市
医
師
会

別
府
市
野
口
中
町
六
―
三
三

令　

二
・
一
一
・
二
二

別
府
駅
ゆ
の
ま
ち

内
科
・
胃
と
腸
ク

リ
ニ
ッ
ク

岩
尾　

俊
昭

別
府
市
駅
前
町
一
二
―
一
三

令　

二
・
一
二
・　

一

佐
伯
調
剤
薬
局

一
般
社
団
法
人
佐

伯
市
薬
剤
師
会

佐
伯
市
常
盤
西
町
七
―
一
三

令　

二
・
一
一
・　

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ひ
な
た

株
式
会
社
ウ
イ
ン

グ

国
東
市
国
東
町
浜
崎
二
五
三
五
番
地
三

シ
ー
サ
イ
ド
コ
ー
ト
浜
崎
Ⅱ
一
○
二
号

室

令　

二
・　

六
・　

一

第
6
号
様
式
(
第

5
条
関
係

)
 

栄
養
士
名

簿
 

  登
録
番
号
 

第
 
 
 
 
号
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
  免
許
取
得
 

都
道
府
県
 

 

氏
名

 

   （
旧
姓
・
通
称
名
）
 

登
録
年
月
日
 
年

 
月
 
日
 

生
年
月
日
 

 
性

 
 
別
 

 

本
籍
地
 

（
国
籍
）
 

 

栄
養
士
 

養
成
施
設
名
 

 
 卒
業
年
月
日

 

 

年
 

 
月

 
 
日
 

試
験
合
格
 

年
月
日
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 合
格
証
番
号

 
第

 
 
 
 
 
 
号
 

現
住
所
 

 

変
更
年
月
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

免
許
の
取
 

消
し
に
関
 

す
る
事
項
 

 

記
 
 
 
 
 
 
 
事
 

事
項
 

 

登
録
抹
消
 

 

備
考
 

 



令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報

六

豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
カ

シ
ヤ
林
七
六
六
番
地
先
か
ら

豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
内

迫
一
三
九
二
番
四
ま
で

新

Ａ

二
四
・
〇

　

～　

九
・
六

七
八
・
二

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
安
心
院
湯
布
院
線

宇
佐
市
安
心
院
町
龍
王
字
榎
渕
二
五
〇
番
二
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
龍
王
字
榎
渕
二
五
一
番
三
ま
で

令
二
・
一
二
・
二
五

宇
佐
市
安
心
院
町
鳥
越
字
御
料
一
八
七
七
番
一
地
内

宇
佐
市
安
心
院
町
鳥
越
字
仙
ノ
岩
一
八
七
三
番
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
鳥
越
字
仙
ノ
岩
一
八
七
三
番
三
ま

で宇
佐
市
安
心
院
町
廣
連
字
寺
田
九
六
番
三
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
水
車
字
柳
ケ
元
一
三
四
番
一
ま
で

○
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
十
七
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
海
区
に

お
け
る
宝
石
さ
ん
ご
の
採
捕
を
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
告
示
・
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

な
ご
み
診
療
所

医
療
法
人
心
和
会

別
府
市
山
の
手
町
九
番
三
九
号

令　

二
・
一
二
・　

一

た
に
ぐ
ち
糖
尿
病

内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
た
に
ぐ

ち
糖
尿
病
内
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

別
府
市
東
荘
園
一
―
一
―
一　

リ
バ
ー

サ
イ
ド
ハ
イ
ツ
荘
園
一
Ｆ

〃

有
限
会
社
キ
ム
ラ

薬
局
亀
川
店

有
限
会
社
キ
ム
ラ

薬
局

別
府
市
亀
川
四
の
湯
九
―
三
九

〃

オ
リ
ー
ブ
薬
局

株
式
会
社
祥

日
田
市
大
字
渡
里
一
○
三
九
番
地
一

〃

や
ま
だ
薬
局

株
式
会
社
淡
水

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
田
二
二
八
八
―

一

令　

二
・
一
二
・　

八

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
カ

シ
ヤ
林
七
六
六
番
地
先
か
ら

豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
内

迫
一
三
九
二
番
四
ま
で

旧

Ａ

メ
ー
ト
ル

二
四
・
〇

　

～　

九
・
六

メ
ー
ト
ル

七
八
・
二

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。　

県
道
新
城
山

香
線

豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
カ

シ
ヤ
林
七
六
六
番
か
ら

豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
内

迫
一
三
九
二
番
四
ま
で

Ｂ

一
六
・
八

　

～　

六
・
九

八
八
・
〇



令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報

七

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

内　
　
　

田　
　
　
　
　
　
　

健　

　

（
定
義
）

一　

こ
の
指
示
に
お
い
て
「
宝
石
さ
ん
ご
」
と
は
、
ア
カ
サ
ン
ゴ
、
モ
モ
イ
ロ
サ
ン
ゴ
及
び
シ
ロ
サ
ン
ゴ
の

　

生
体
及
び
死
骸
を
い
う
。

　

（
禁
止
区
域
）

二　

大
分
県
海
域

　

（
承
認
の
対
象
者
）

三　

承
認
の
対
象
と
な
る
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
に
係
る
試
験
研
究
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

　

（
承
認
証
の
交
付
）

四　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申

　

請
者
に
承
認
証
を
交
付
す
る
。

　

（
承
認
証
の
携
帯
義
務
）

五　

承
認
を
受
け
た
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
を
採
捕
す
る
と
き
に
は
、
四
の
承
認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。

　

（
承
認
の
制
限
、
条
件
の
変
更
又
は
採
捕
の
停
止
）

六　

委
員
会
は
、
資
源
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
制
限
し
、
条
件
を

　

変
更
し
、
又
は
採
捕
の
停
止
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
承
認
の
取
消
し
）

七　

委
員
会
は
、
承
認
を
受
け
た
者
が
こ
の
指
示
の
内
容
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が

　

で
き
る
。

　

（
譲
渡
又
は
販
売
の
禁
止
）

八　

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
の
譲
渡
又
は
販
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
意
図
し
な
い
混
獲
等
に
よ
る
宝
石
さ
ん
ご
の
所
持
又
は
販
売
の
禁
止
）

九　

承
認
を
受
け
な
い
で
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
の
所
持
又
は
販
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
採
捕
報
告
書
の
提
出
）

十　

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
の
結
果
に
つ
い
て
採
捕
期
間
終
了
後
一
月
以
内
に
委
員
会
に
報
告
し
な
け

　

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
取
扱
要
領
）

十
一　

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
採
捕
の
承
認
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別

　

に
定
め
る
。

　

（
指
示
の
有
効
期
間
）

十
二　

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　

庁　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地　

方　

機　

関　

　

大
分
県
庁
用
自
動
車
等
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

第
四
条
第
二
項
中
「
鍵か

ぎ

」
を
「
鍵
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

４　

管
理
者
は
、
庁
用
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
点
検
及
び
整
備

　

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

管
理
者
は
、
登
録
を
受
け
て
い
な
い
庁
用
自
動
車
等
を
運
行
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
道
路

　

運
送
車
両
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
検
査
（
以
下
「
新
規
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な

　

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

管
理
者
は
、
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
庁
用
自
動
車
等
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き

　

は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
継
続
検
査
（
以
下
「
継
続
検
査
」
と
い
う
。
）

　

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
六
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

　

第
十
七
条
第
二
項
中
「
第
九
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六

条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
新
規
検
査
及
び
継
続
検
査
の
受
検
報
告
）

第
十
六
条　

管
理
者
は
、
新
規
検
査
を
受
け
、
自
動
車
検
査
証
を
交
付
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
検
査

　

証
の
写
し
を
、
庁
用
自
動
車
等
を
受
け
入
れ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
用
度
管
財
課
長
に
送
付
し
な
け

　

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

管
理
者
は
、
継
続
検
査
を
受
け
、
自
動
車
検
査
証
を
返
付
さ
れ
た
と
き
は
、
庁
用
自
動
車
等
の
継
続
検

　

査
（
車
検
）
受
検
報
告
書
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
、
当
該
継
続
検
査
の
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る
日

　

又
は
受
検
前
の
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
、
用
度
管
財
課

（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
・
訓
令
甲
）



令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報

八

（
訓
令
甲
）

　

長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
九
号
様
式
中
「第

1
7
条
関
係

」
を
「第

1
8
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
号
様
式
と
し
、
第
八
号

様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
９
号
様
式

（
第

１
６

条
関

係
）

　
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
長

　
殿

（
所

属
長

名
）

（
所

属
名

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

受
検

前
受

検
後

12345

注
　

１
　

受
検

後
の

自
動

車
検

査
証

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

。

　
　

 ２
　

報
告

は
、

検
査

の
日

か
ら

１
５

日
を

経
過

す
る

日
又

は
受

検
前

の
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
す

る
　

　
　

 日
の

い
ず

れ
か

早
い

日
ま

で
に

行
う

こ
と

。

備
考

庁
用

自
動

車
等

の
継

続
検

査
（
車

検
）
受

検
報

告
書

　
以

下
の

庁
用

自
動

車
等

に
つ

い
て

、
道

路
運

送
車

両
法

第
６

２
条

の
継

続
検

査
を

受
け

、
保

安
基

準
に

適
合

し
、

自
動

車
検

査
証

を
返

付
さ

れ
ま

し
た

の
で

、
報

告
し

ま
す

。

　
年

　
　

月
　

　
日

車
種

登
録

番
号

Ｎ
ｏ

車
両

区
分

排
気

量
（
cc)

車
検

有
効

期
間

満
了

日



令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報

九

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
警

察

本

部

訓

令

（
訓
令
甲
・
警
察
本
部
訓
令
）

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
4
0
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

公
印

管
理

規
程

（
平

成
６

年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

甲
第

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改

正
す

る
。

　
　

令
和

２
年

1
2
月

2
5
日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
第

３
条

中
「

（
以

下
「

総
務

課
」

と
い

う
。

）
」

を
削

る
。

　
別

表
中

大
分

県
金

銭
出

納
員

印
の

項
を

削
る

。

　
第

５
号

様
式

中

「

を

「
担

当
者

印
受

領
印

備
　

考
担

当
者

備
　

考

」
」

に
改

め
、

同
様

式
に

備
考

と
し

て
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

　
備

考
　

「
備

考
」

欄
に

は
、

文
書

を
受

領
し

た
場

合
は

そ
の

受
領

元
を

、
交

付
し

た
場

合
は

そ
の

交
付

先

　
　

　
を

記
載

す
る

こ
と

。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
１

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
4
1
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

に
お

け
る

遺
失

物
等

の
取

扱
い

に
関

す
る

訓
令

（
平

成
1
9
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

3
4

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

２
年

1
2
月

2
5
日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
第

７
条

中
「

し
、

担
当

者
が

押
印

」
を

削
る

。

　
第

1
7
条

第
１

項
中

「
、

又
は

」
の

次
に

「
法

第
９

条
第

１
項

若
し

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
」

を
加

え

る
。

　
第

2
1
条

第
１

項
中

「
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

県
歳

入
に

組
み

入
れ

る
た

め
の

手
続

を
行

う
」

を
「

第



令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報

一
〇

（
警
察
本
部
訓
令
）

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

か
い

の
長

に
引

き
渡

す
」

に
改

め
、

同
条

第
２

項
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

２
　

前
項

に
規

定
す

る
手

続
は

、
年

２
回

以
上

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

　
第

2
3
条

第
３

項
中

「
前

項
」

を
「

第
１

項
」

に
改

め
、

同
条

第
４

項
中

「
及

び
検

査
済

の
旨

を
記

載
し

、

署
名

押
印

」
を

「
、

検
査

済
み

の
旨

及
び

氏
名

を
表

示
」

に
改

め
る

。

　
第

１
号

様
式

中

「

を

「

に
、

「

を

「

に
改

検
印

確
認

者
受

領
印

受
領

者

」
」

」
」

め
、

同
様

式
の

備
考

１
中

「
検

印
欄

は
」

を
「

確
認

者
と

は
」

に
、

「
が

押
印

す
る

こ
と

」
を

「
を

い
う

」

に
改

め
、

同
様

式
の

備
考

３
中

「
取

扱
者

欄
は

」
を

「
取

扱
者

と
は

」
に

、
「

の
氏

名
を

記
載

す
る

こ
と

」

を
「

を
い

う
」

に
改

め
、

同
様

式
の

備
考

４
中

「
引

継
者

欄
は

」
を

「
引

継
者

と
は

」
に

、
「

の
氏

名
を

記

載
す

る
こ

と
」

を
「

を
い

う
」

に
改

め
、

同
様

式
の

備
考

５
中

「
受

領
印

欄
は

」
を

「
受

領
者

と
は

」
に

、

「
が

押
印

す
る

こ
と

」
を

「
を

い
う

」
に

改
め

る
。

　
第

６
号

様
式

中
「

⑵
　

印
鑑

　
⑶

　
こ

の
遺

失
物

確
認

通
知

書
」

を
「

⑵
　

こ
の

遺
失

物
確

認
通

知
書

」
に

改
め

る
。

　
第

1
3
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
１

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。


